
 

重要事項説明書 

 

１ 事業の目的・運営方針 

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの事業はその利用者が可能な限りその居宅

に置いて、自立した日常生活を営むことが出来るように配慮し、適正な支援を提供するも

のです。 

利用者の心身の状況やその環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サ

ービス及び福祉サービスを、多様な事業所から総合的かつ効率的に提供いたします。 

事業の提供にあたっては懇切丁寧に行う事を旨とし、利用者の意思及び人格を尊重し常

に利用者の立場に立って特定の種類又は特定のサービス事業者等に不当に偏ることのない

よう公正中立に行います。 

事業の運営に当たっては在宅介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施

設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組等との連携

を図ります。 

 

２ 事業者の概要 

事業者の名称 唐津市 

事業者の所在地 唐津市西城内１番１号 

代表者の氏名 唐津市長 峰  達 郎 

電話番号 ０９５５－７２－９１１１ 

 

３ 事業所の概要 

事業所の名称 唐津市地域包括支援センター 

事業所の所在地 唐津市西城内１番１号 

管理者の氏名 地域包括ケア推進課長 古里 博子 

電話番号 ０９５５－７２－９１９１ 

ＦＡＸ番号 ０９５５－７３－８４５１ 

事業所指定年月日 平成１８年４月１日 

指定番号 佐賀県指定 第４１００２０００１５号 

サービス提供地域 唐津市 

 

サブセンターの概要 

サブセンター名 所在地 電話番号 

唐津市地域包括支援 

浜玉サブセンター 

唐津市浜玉町浜崎１１５１番地１ 

（浜玉市民センター内） 
０９５５－５３－７０５６ 

唐津市地域包括支援 

相知サブセンター 

唐津市相知町相知２０５５番地５ 

（相知市民センター内） 
０９５５－５３－７０５７ 

唐津市北波多徳須恵１４２４番地１ 

（北波多総合保健センター内） 
０９５５－５１－２２６６ 

唐津市地域包括支援 

鎮西サブセンター 

唐津市鎮西町名護屋１５３０番地 

（鎮西市民センター内） 
０９５５－５３－７０５８ 



唐津市地域包括支援 

鎮西サブセンター 

肥前出張所 

唐津市肥前町入野甲１７０３番地 

（肥前市民センター内） 
０９５５－５３－７０５９ 

 

４ 職員の職種、人員及び職務内容 

職種 基準人数 職員数 職務内容 

管理者  １ 地域包括支援センター統括 

事務  ６ 

総合相談支援業務 

権利擁護業務 

包括的・継続的マネジメント支援業務 

第１号介護予防支援業務 

保健師等 ７ ６ 

社会福祉士 ７ ６ 

理学療法士  １ 

主任介護支援専門員 ７ １０ 

介護支援専門員  １７ 

（令和８年４月１日現在） 

５ 営業日及び営業時間 

営業日 
月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日及び年末年始 

（１２月２９日より翌年の１月３日まで）を除く。 

営業時間 ８時３０分から１７時１５分まで 

 

６ 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの内容 

種  類 内  容 

要介護（支援）申請代行 申請書の届出等 

計画立案 ケアプラン及び福祉制度の利用助言 

情報提供 サービス事業者等の情報提供 

連絡調整 サービス事業所等との連絡調整 

利用料 
介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに係る

費用に自己負担はありません。 

 

７ 利用料 

  サービスの利用料及びその他の費用は以下のとおりです。 

 （介護予防支援） 

  (1) 事業者の提供した指定介護予防支援に要した費用については、介護保険法第５８条

第４項の規定に基づいて、事業者が受領（法定代理受領）する場合は、利用者の自己

負担はありません。 

  (2) 利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が法定代理受領できない場合は、指定

介護予防支援に要した費用について、１月につき下表のとおり利用料を請求します。 

 （介護予防ケアマネジメント） 

  介護予防ケアマネジメントについては、利用料を支払う必要はありません。 

 

 【介護予防支援に要する費用】 

区  分 単位数 １単位当たりの単価 金  額 

通常月 ４４２単位 

１０円 

４，４２０円 

初回月（初回加算含） ７４２単位 ７，４２０円 

委託連携加算 ３００単位 ３，０００円 



【その他の費用】 

交通費 唐津市内は無料です。 

その他 記録の謄写費用等をいただくことがあります。 

 

８ 介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの提供の流れ 

① ご利用の受付 
要支援認定者及び介護予防・生活支援サービス事業の該当者（総

合事業対象者）に重要事項の説明を行い、契約を締結します。 

 

 

② 
アセスメント 

（現状把握） 

利用者や家族と面談し、アセスメント（現状把握）を行うととも

に、利用者や家族の意向をお伺いします。 

 

 

③ 

介護予防サービ

ス・支援計画書

原案作成 

アセスメント（現状把握）結果等をもとに、どのような支援が必

要か利用者や家族と話し合い、合意に基づき、介護予防サービス・

支援計画書原案を作成します。 

利用者は、担当職員に対し、複数の指定介護予防サービス事業所

等の紹介を求めることができ、事業所等の選定理由の説明を求め

ることも可能です。 

 

 

④ 
サービス担当者

会議の開催 

サービス担当者会議を開催し、介護予防サービス・支援計画書原

案に関して専門的な意見を聴取します。 

 

 

⑤ 

介護予防サービ

ス・支援計画書

交付 

利用者又は家族に説明し、同意を得た後、介護予防サービス・支

援計画書を利用者又は家族に交付します。 

 

 

⑥ サービスの提供 

(1) 介護予防サービス事業所に対して、介護予防サービス・支援

計画書に基づき適切なサービスが提供されるよう連絡調整等を行

います。少なくとも３か月に１回並びに利用者の状況に変化があ

ったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接します。 

ただし、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用する場合は、

６か月に１回となります。 

(2) 少なくとも１月に１回、モニタリングの結果を記録します。 

 

９ 介護予防サービス・支援計画書（ケアプラン）作成業務等の委託 

  当センターでは、利用者の希望等を考慮し、同意を得たうえで、唐津市地域包括支援セ

ンター運営協議会で承認を得た居宅介護支援事業所に利用者の介護予防サービス・支援計

画書（ケアプラン）の作成業務等を委託します。 

  なお、上記のとおり委託した場合であっても当該居宅介護支援事業所は、利用者と締結

する「介護予防支援・介護予防ケアマネジメント利用契約書」定められた関係各条項を遵

守し、介護予防サービス・支援計画書（ケアプラン）を作成します。 

 



 

１０ 相談窓口、苦情対応 

唐津市地域包括支援センター 

（唐津市役所地域包括ケア推進課） 

連 絡 先：０９５５－７２－９１９１ 

面接：随時対応しますが、できるだけ事前にご連絡 

ください。 

（ただし、土曜、日曜、祝日、12/29～1/3は除く。） 

受付時間：営業日８時３０分より１７時１５分 

唐津市役所介護保険課 

所 在 地：唐津市西城内１番１号 

受付時間：８時３０分より１７時１５分 

（ただし、土曜、日曜、祝日、12/29～1/3は除く。） 

連 絡 先：０９５５－７０－０１０２ 

佐賀県国民健康保険団体連合

会 

（情報・介護課） 

所在地：佐賀市呉服町７番２８号 佐賀県国保会館 

受付時間：８時３０分より１７時１５分 

（ただし、土曜、日曜、祝日、12/29～1/3は除く。） 

電 話：０９５２－２６－１４７７ 

 ※国保連は介護予防支援に関する苦情のみの対応となります。 

 

１１ 苦情処理を行うための処理体制・手順 

(1) 苦情処理の担当職員は、苦情があった場合、相手方の苦情の内容を十分把握するとと

もに、介護予防サービス・支援計画書（ケアプラン）作成を担当した地域包括支援セン

ター職員又は担当ケアマネジャーに事情を確認します。 

(2) 事情等について管理者と協議の上、対策を検討し速やかに相手方の対応に当たります。 

(3) 一連の処理に係る記録を整理・保管し、研修するなど再発の防止に役立てます。 

 

１２ 緊急時の対応方法及び事故発生時の対応 

利用者のご家族、主治医又は地域の医療機関への連絡を行います。 

また、緊急連絡先に連絡し、高齢者が安心して利用できるサービス提供体制を確立す

るため事故防止に努めるとともに、介護保険法及び関係法令に基づき、サービス提供に

伴う事故発生時につきましては下記のとおり対応いたします。 

(1) 医療機関への対応 

唐津市の消防署へ連絡を入れるとともに、主治医又は地域の医療機関の医師の指示

に従います。 

(2) 事故発生時の連絡 

唐津市へ報告すべき基準 

□介護予防サービス提供に伴い、発生した重症又は死亡等の事故 

□介護予防サービス提供に伴い、発生した損害賠償事故 

□食中毒及び感染症等で法令により保健所等へ報告が義務付けられている事由の事故 

 

１３ 虐待防止の対応 

高齢者虐待防止法に基づき、利用者の尊厳を守り、個人として尊重されるよう虐待の

未然防止及び虐待等の早期発見のために、下記の対策を講じます。 



(1) 虐待防止対策のための虐待防止検討委員会を設置するとともに、担当者等を定めま

す。 

(2) 虐待防止に関する指針を作成し、適切に運用します。 

(3) 高齢者虐待防止法、身体拘束制限等の諸法令への職員の理解を深めるために定期的

に研修を行い、周知徹底します。 

(4) 事業者が、利用者の生命や財産等に危険が及ぶと判断した場合は、警察、消防署そ

の他の関係機関と連携し速やかに対応します。 

 

１４ 感染症予防の対策 

   サービス提供中に、事業所において感染症等が発生及び蔓延しないように、下記の対

策を講じます。 

(1) 感染症予防及び蔓延防止対策を検討する感染症対策委員会を設置するとともに、担

当者等を定めます。 

(2) 感染症予防及び蔓延防止のための指針を作成し、適切に運用します。 

(3) 感染症予防について、職員の理解を深めるために定期的な研修を行い、予防にあた

っての訓練等を実施することで、職員の周知徹底を図ります。 

(4) 利用者が利用している指定介護予防支援事業所で感染症が発生した場合は、速やか

に利用者又は家族に連絡するとともに、対応策等を提示いたします。 

 

１５ 業務継続計画の策定等 

感染症や自然災害が発生した場合においても、利用者のサービスが適切に継続し、介 

  護予防支援業務が再開できるように、業務継続計画を策定するとともに、計画に従い定 

 期的に研修及び訓練を職員に対して行います。 



個人情報使用同意書 

 

 

  私（利用者及び利用者の家族）の個人情報については、次の記載するところ

により事業者が必要最小限の範囲内で使用することに同意します。 

 

１ 使用する目的 

利用者のためケアプランに沿って円滑にサービスを提供するために実施され

るサービス担当者会議、地域ケア会議等、担当者と事業者との連絡調整等にお

いて必要な場合に使用します。 

 

２ 使用する範囲 

指定介護（予防）サービス事業者及び介護保険外サービス事業者の担当者及

び主治医や医療機関の担当者、並びに介護予防支援介護予防ケアマネジメント

に協力が必要な地域の行政機関や民生委員等の関係機関（団体）の担当者（利

用者の介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに協力が必要な関係者に限

る） 

 

３ 使用する期間 

  介護予防支援・介護予防ケアマネジメント利用契約書第２条による契約期間

と同じ取り扱いになります。 

 

４ 条件 

 (1) 個人情報の提供は必要最小限とし、提供にあたっては関係者以外の者に開

示されることがないよう細心の注意を払うこと。 

 (2) 個人情報を使用した会議、関係者、内容等の経過を記録しておくこと。 

 



 令和   年   月   日 

 

（事業所）介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの利用に関する契約の

締結にあたり、重要事項説明書及び個人情報使用同意書について上記のとおり説

明しました。 

 

事業所名                             

 

説 明 者                             

 

（利用者）私は、本契約の締結にあたって、事業所から介護予防支援（ケアマ

ネジメント）に関する説明を受け、重要事項説明書及び個人情報使用同意書の内

容に同意しました。 

 

利用者 

住  所                            

氏  名                

電話番号                

代筆者（または法定代理人） 

氏  名                    続柄        

ご家族 

住  所                             

氏  名                    続柄        

電話番号               


